
 

 

 

 

 

 

平成 30年 3月 1日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年４月検針分に適用される単位料金

を平成３０年３月検針分に比べ１ｍ３当たり１．３６円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年３月検針分と比べて、１か月当たり５４

円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２９年１１月～平成３０年１月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２９年１０月～平成２９年１２月）

より上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０年４月検針分に適用する料金につきましては、広報上越３月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年４月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年３月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり１．３６円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１２．１４円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

４月 

（円／ｍ３） 

１１９.７２ １１７．９９ １１７．１２ 

調整単位料金 

（参考）３月 

（円／ｍ３） 

１１８.３６ １１６．６３ １１５．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年４月 

適用料金 

平成３０年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，０１２円／月 ４，９５８円／月 ５４円／月 １．０８％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年４月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年１１月～平成３０年１月 

（４月検針分に適用） 

平成２９年１０月～平成２９年１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５０，３３０円／㌧ ４８，６１０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 11月～平成 30月 1月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４８，２１０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４７，１０５．９９１円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 11月～平成 30月 1月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６８，０５０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，２２５．５７０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４７，１０５．９９１円／㌧＋３，２２５．５７０円／㌧ 

         ＝５０，３３１．５６１円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５０，３３０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５０，３３０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１５，２４０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１５，２００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１５，２００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１２．１４７８４円 

         ＝１１７．９９７８４円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１７．９９円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１２．１４円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 30年 4月 2日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年５月検針分に適用される単位料金

を平成３０年４月検針分に比べ１ｍ３当たり１．２０円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年４月検針分と比べて、１か月当たり４６

円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成２９年１２月～平成３０年２月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２９年１１月～平成３０年１月）よ

り上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０年５月検針分に適用する料金につきましては、広報上越４月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年５月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 供給約款料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年４月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり１．２０円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１３．３４円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

５月 

（円／ｍ３） 

１２０.９２ １１９．１９ １１８．３２ 

調整単位料金 

（参考）４月 

（円／ｍ３） 

１１９.７２ １１７．９９ １１７．１２ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年５月 

適用料金 

平成３０年４月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，０５８円／月 ５，０１２円／月 ４６円／月 ０．９１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年５月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成２９年１２月～平成３０年２月 

（５月検針分に適用） 

平成２９年１１月～平成３０年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５１，８８０円／㌧ ５０，３３０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 29年 12月～平成 30月 2月貿易統計値）×0.9771 

         ＝４９，８３０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝４８，６８８．８９３円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 29年 12月～平成 30月 2月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６７，３１０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，１９０．４９４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝４８，６８８．８９３円／㌧＋３，１９０．４９４円／㌧ 

         ＝５１，８７９．３８７円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５１，８８０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５１，８８０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１６，７９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１６，７００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１６，７００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１３．３４６６４円 

         ＝１１９．１９６６４円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１１９．１９円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１３．３４円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 30年 5月 2日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年６月検針分に適用される単位料金

を平成３０年５月検針分に比べ１ｍ３当たり１．０４円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年５月検針分と比べて、１か月当たり４１

円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年１月～平成３０年３月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成２９年１２月～平成３０年２月）より

上がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０年６月検針分に適用する料金につきましては、広報上越５月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年６月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年５月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり１．０４円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１４．３８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

６月 

（円／ｍ３） 

１２１.９６ １２０．２３ １１９．３６ 

調整単位料金 

（参考）５月 

（円／ｍ３） 

１２０.９２ １１９．１９ １１８．３２ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年６月 

適用料金 

平成３０年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，０９９円／月 ５，０５８円／月 ４１円／月 ０．８１％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年６月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年１月～平成３０年３月 

（６月検針分に適用） 

平成２９年１２月～平成３０年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５３，１５０円／㌧ ５１，８８０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 1月～平成 30月 3月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５１，３３０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５０，１５４．５４３円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 1月～平成 30月 3月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６３，１６０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，９９３．７８４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５０，１５４．５４３円／㌧＋２，９９３．７８４円／㌧ 

         ＝５３，１４８．３２７円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５３，１５０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５３，１５０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１８，０６０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１８，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１８，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１４．３８５６０円 

         ＝１２０．２３５６０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２０．２３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１４．３８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 30年 6月 1日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年７月検針分に適用される単位料金

を平成３０年６月検針分に比べ１ｍ３当たり０．４０円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年６月検針分と比べて、１か月当たり１５

円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年２月～平成３０年４月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成３０年１月～平成３０年３月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０年７月検針分に適用する料金につきましては、広報上越６月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年７月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年６月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．４０円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１４．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

７月 

（円／ｍ３） 

１２２.３６ １２０．６３ １１９．７６ 

調整単位料金 

（参考）６月 

（円／ｍ３） 

１２１.９６ １２０．２３ １１９．３６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年７月 

適用料金 

平成３０年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１１４円／月 ５，０９９円／月 １５円／月 ０．２９％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年２月～平成３０年４月 

（７月検針分に適用） 

平成３０年１月～平成３０年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５３，６６０円／㌧ ５３，１５０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 2月～平成 30月 4月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５２，０６０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５０，８６７．８２６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 2月～平成 30月 4月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５８，８３０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，７８８．５４２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５０，８６７．８２６円／㌧＋２，７８８．５４２円／㌧ 

         ＝５３，６５６．３６８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５３，６６０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５３，６６０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１８，５７０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１８，５００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１８，５００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１４．７８５２０円 

         ＝１２０．６３５２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２０．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１４．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 30年 7月 2日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年８月検針分に適用される単位料金

を平成３０年７月検針分に比べ１ｍ３当たり０．７２円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年７月検針分と比べて、１か月当たり２９

円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年３月～平成３０年５月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成３０年２月～平成３０年４月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０年８月検針分に適用する料金につきましては、広報上越７月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年８月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年７月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．７２円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１５．５０円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

８月 

（円／ｍ３） 

１２３.０８ １２１．３５ １２０．４８ 

調整単位料金 

（参考）７月 

（円／ｍ３） 

１２２.３６ １２０．６３ １１９．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年８月 

適用料金 

平成３０年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１４３円／月 ５，１１４円／月 ２９円／月 ０．５６％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年８月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年３月～平成３０年５月 

（８月検針分に適用） 

平成３０年２月～平成３０年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５４，５８０円／㌧ ５３，６６０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 3月～平成 30月 5月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５３，１１０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５１，８９３．７８１円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 3月～平成 30月 5月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５６，６８０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，６８６．６３２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５１，８９３．７８１円／㌧＋２，６８６．６３２円／㌧ 

         ＝５４，５８０．４１３円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５４，５８０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５４，５８０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１９，４９０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１９，４００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１９，４００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１５．５０４４８円 

         ＝１２１．３５４４８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．３５円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１５．５０円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

平成 30年 7月 31日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年９月検針分に適用される単位料金

を平成３０年８月検針分に比べ１ｍ３当たり１．１２円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年８月検針分と比べて、１か月当たり４３

円（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年４月～平成３０年６月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成３０年３月～平成３０年５月）より上

がったことによるものです。 

 

 

 また、平成３０年９月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年９月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年８月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり１．１２円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．６２円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

９月 

（円／ｍ３） 

１２４.２０ １２２．４７ １２１．６０ 

調整単位料金 

（参考）８月 

（円／ｍ３） 

１２３.０８ １２１．３５ １２０．４８ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年９月 

適用料金 

平成３０年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１８６円／月 ５，１４３円／月 ４３円／月 ０．８３％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年４月～平成３０年６月 

（９月検針分に適用） 

平成３０年３月～平成３０年５月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５５，９１０円／㌧ ５４，５８０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 4月～平成 30月 6月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５４，４２０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５３，１７３．７８２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 4月～平成 30月 6月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５７，７８０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，７３８．７７２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５３，１７３．７８２円／㌧＋２，７３８．７７２円／㌧ 

         ＝５５，９１２．５５４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５５，９１０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５５，９１０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２０，８２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２０，８００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２０，８００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．６２３３６円 

         ＝１２２．４７３３６円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．４７円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．６２円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 9月 4日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年１０月検針分に適用される単位料

金を平成３０年９月検針分に比べ１ｍ３当たり０．１６円（税込）上方に調整させていただきます。 

 月間のガスご使用量が３９ｍ３のご家庭では、平成３０年９月検針分と比べて、１か月当たり６円

（税込）の引上げとなります。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年５月～平成３０年７月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格が、前期（平成３０年４月～平成３０年６月）より上

がったことによるものです。なお、今回の平均原料価格（５７，３４０円／ｔ）は、上越市ガス供給

条例第 11 条第 2項第 1号で規定する平均原料価格の上限額を超えたため、上限額５６，１４０円／

ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３０年１０月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１５日号での記事掲

載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知

らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年１０月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年９月に適用する調整単位料金と比較した場合１ｍ３当たり０．１６円（税込）の 

引上げとなります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１０月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）９月 

（円／ｍ３） 

１２４.２０ １２２．４７ １２１．６０ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年１０月 

適用料金 

平成３０年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１８６円／月 ６円／月 ０．１２％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年５月～平成３０年７月 

（１０月検針分に適用） 

平成３０年４月～平成３０年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５５，９１０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 5月～平成 30月 7月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５５，７００円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５４，４２４．４７０円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 5月～平成 30月 7月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６１，５６０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，９１７．９４４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５４，４２４．４７０円／㌧＋２，９１７．９４４円／㌧ 

         ＝５７，３４２．４１４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５７，３４０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 10月 3日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年１１月検針分に適用される単位料

金を平成３０年１０月検針分と同額とさせていただきます。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年６月～平成３０年８月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。なお、今回の平均原料価格（５８，

９４０円／ｔ）は、上越市ガス供給条例第 11条第 2 項第 1 号で規定する平均原料価格の上限額を超

えたため、上限額５６，１４０円／ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３０年１１月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１０月１５日号での記事

掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお

知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年１１月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年１０月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１１月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）１０月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年１１月 

適用料金 

平成３０年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１９２円／月 ０円／月 ０.００％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年６月～平成３０年８月 

（１１月検針分に適用） 

平成３０年５月～平成３０年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 6月～平成 30月 8月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５７，１７０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５５，８６０．８０７円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 6月～平成 30月 8月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６４，８７０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，０７４．８３８円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５５，８６０．８０７円／㌧＋３，０７４．８３８円／㌧ 

         ＝５８，９３５．６４５円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５８，９４０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 11月 1日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３０年１２月検針分に適用される単位料

金を平成３０年１１月検針分と同額とさせていただきます。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年７月～平成３０年９月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。なお、今回の平均原料価格（６０，

６８０円／ｔ）は、上越市ガス供給条例第 11条第 2 項第 1 号で規定する平均原料価格の上限額を超

えたため、上限額５６，１４０円／ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３０年１２月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１１月１５日号での記事

掲載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお

知らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３０年１2月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年１１月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１２月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）１１月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３０年１２月 

適用料金 

平成３０年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１９２円／月 ０円／月 ０.００％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３０年１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年７月～平成３０年９月 

（１２月検針分に適用） 

平成３０年６月～平成３０年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 7月～平成 30月 9月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５８，８５０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５７，５０２．３３５円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 7月～平成 30月 9月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６７，１４０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，１８２．４３６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５７，５０２．３３５円／㌧＋３，１８２．４３６円／㌧ 

         ＝６０，６８４．７７１円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６０，６８０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 12月 10日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３１年１月検針分に適用される単位料金

を平成３０年１２月検針分と同額とさせていただきます。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年８月～平成３０年１０月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。なお、今回の平均原料価格（６

３，１６０円／ｔ）は、上越市ガス供給条例第 11条第 2項第 1号で規定する平均原料価格の上限額

を超えたため、上限額５６，１４０円／ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３１年１月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１２月１５日号での記事掲

載、ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知

らせ（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３１年１月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３０年１２月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

１月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）１２月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３１年１月 

適用料金 

平成３０年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１９２円／月 ０円／月 ０.００％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３１年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年８月～平成３０年１０月 

（１月検針分に適用） 

平成３０年７月～平成３０年９月 

（１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 8月～平成 30月 10月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６１，２４０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５９，８３７．６０４円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 8月～平成 30月 10月貿易統計値）×0.0474 

         ＝７０，１１０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，３２３．２１４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５９，８３７．６０４円／㌧＋３，３２３．２１４円／㌧ 

         ＝６３，１６０．８１８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６３，１６０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 12月 28日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３１年２月検針分に適用される単位料金

を平成３１年１月検針分と同額とさせていただきます。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年９月～平成３０年１１月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。なお、今回の平均原料価格（６

５，２４０円／ｔ）は、上越市ガス供給条例第 11条第 2項第 1号で規定する平均原料価格の上限額

を超えたため、上限額５６，１４０円／ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３１年２月検針分に適用する料金につきましては、広報上越２月１日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３１年２月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３１年１月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

２月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）１月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３１年２月 

適用料金 

平成３１年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１９２円／月 ０円／月 ０.００％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３１年２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年９月～平成３０年１１月 

（２月検針分に適用） 

平成３０年８月～平成３０年１０月 

（１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 9月～平成 30月 11月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６３，３１０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝６１，８６０．２０１円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 9月～平成 30月 11月貿易統計値）×0.0474 

         ＝７１，２４０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，３７６．７７６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝６１，８６０．２０１円／㌧＋３，３７６．７７６円／㌧ 

         ＝６５，２３６．９７７円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６５，２４０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 2月 1日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３１年３月検針分に適用される単位料金

を平成３１年２月検針分と同額とさせていただきます。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年１０月～平成３０年１２月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均

価格（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。なお、今回の平均原料価格（６

６，３６０円／ｔ）は、上越市ガス供給条例第 11条第 2項第 1号で規定する平均原料価格の上限額

を超えたため、上限額５６，１４０円／ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３１年３月検針分に適用する料金につきましては、広報上越２月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３１年３月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３１年２月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

３月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）２月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３１年３月 

適用料金 

平成３１年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１９２円／月 ０円／月 ０.００％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３１年３月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年１０月～平成３０年１２月 

（３月検針分に適用） 

平成３０年９月～平成３０年１１月 

（２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 10月～平成 30月 12月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６４，６２０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝６３，１４０．２０２円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 10月～平成 30月 12月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６７，９８０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝３，２２２．２５２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝６３，１４０．２０２円／㌧＋３，２２２．２５２円／㌧ 

         ＝６６，３６２．４５４円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６６，３６０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 


